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【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年8月31日(2021.8.31)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　一実施形態において、第１のメッキ電流は、第１のメッキ期間中に単調な勾配で増加し
（ｒａｍｐ）、選択されたメッキバスに対する公称メッキ電流の０％で開始し、第１のメ
ッキ時間より少ないか、同等の時間にわたって公称メッキ電流の５０％まで単調な勾配で
増加することができる。第１メッキ段階中に形成される厚さは、１～１０ミクロンであっ
てもよく、これは、陽極酸化処理膜の厚さと同一であってもよい。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　ブロック１８１２で、方法１８００は、所望の初期コーティングの厚さを有する薄膜コ
ーティングを生成させるためにメッキ電流を推奨バスメッキ電流まで増加させる。例えば
、一旦細孔が特定のレベルまで充填されると（例えば、完全に充填されているより少ない
、完全に充填されている、完全に充填されているより多い、 など)、第２メッキ段階が始
まる。第２段階の間、電流を第１メッキ段階の間と同一に保持するか、または電流を推奨
バスメッキ電流まで直ちに増加させることができる。一実施形態において、推奨バスメッ
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キ電流は、選択されたバスに対する最低公称電流の５０％であり得るか、または電流は、
第２のメッキ期間より少ないか、同一の時間にわたって第１メッキ段階の間に使用される
最終電流から、選択されたバスに対する公称メッキ電流の１００％まで単調な勾配で増加
することもできる。第２のメッキ期間は、陽極酸化処理膜の完全な被覆を保障し、要求さ
れるメッキ厚さを展開し、要求される表面形態を展開し、および／または第１の電着層に
対して他の所望の特性を達成するのに十分であるように選択される。一実施形態において
、第２のメッキ状態の厚さは、１～１０ミクロンである。ブロック１８１４で、方法１８
００は終了する。
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